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研究課題 

  

国際法における普遍性と地域性：国際経済及び文化遺産の保護の分野における検

討 

 

  

共同研究 

実施期間 

派遣期間：    年  月  日 ～    年  月  日 

招聘期間：    2024年  2月  8日 ～    2024年  2月 14 日 

 

 

共同研究 

実施場所 

  

関西学院大学・上ヶ原キャンパス、その他（添付のスケジュールを参照ください）  

  

１．研究の成果（本共同研究によって得られた新たな知見、成果等を簡潔に記述してください。該当

しない場合は「該当なし」と記載してください。） 
 

（１）学術的価値（本研究により得られた新たな知見や概念の展開等、学術的成果）  

国際法は、もともと欧州地域における研究やその成果に基づいて発展した部分が大きく、世界的に適  

用さる国際法であっても、欧州地域の考え方や価値観に根ざしているのではないかと指摘されている。  

一方、今日では、日本を含むアジア地域など、欧州以外の地域に所属する研究者と交流したり、文化  

的な背景を理解し取り入れた上で、関連する研究をより普遍的にしようとする試みが見られる。本研  

究はその先駆け的な存在である。  

 今回、ヴァレンティナ・ヴァディ教授を招聘し、同教授がこれまで行ってきた欧州の視点からの国  

際法研究と、これまで主に国際法を「輸入」し理解してきた日本との考え方を融合させることにより、  

これまでにない新たな知見や成果を得られると確信している。具体的には、今後数年に渡り、国際経  

済法や文化遺産の保護に関する国際法の共同研究プロジェクトを行い、成果を出すこととしている。  

  

（２）相手国との交流（海外の研究者と学術交流することによって得られた効果）  

 相手国との交流により、日本で一般的に歴史として教えられたり、行事として行われていることが、  

非常にユニークな文化的特性を有していることが理解できた。同時に、国際的な基準の創出に日本も  

関わる必要があること、また、国際的な学術交流の機会を得て様々に世界に向けて発信していくこと  

の必要性が理解できた。  

  

  

（３）社会貢献（社会の基盤となる文化の継承と発展、社会生活の質の改善、現代的諸問題の克服と

解決に資する等の社会的貢献） 
 

 文化遺産の保護の分野に関する国際法の共同研究を進めるにあたり、今回、日本で最初にユネスコ  

世界文化遺産に認定された姫路城を訪問した。また、日本の歴史的建造物を支える技術であり、ユネ  

スコの無形文化遺産に認定された宮大工の技術を主に展示する竹中大工道具館を訪問し、鉋削り等  

の体験も行った。さらに、日本の伝統的建造物を主に担当している宮内庁職員の方より、文化財の維  

持に関連する日本の政策や、観光資源として文化財を捉えることの是非についてお話を伺った。これ  

らより、日本文化の歴史的背景と、ユネスコ等によって形成された文化に関する国際条約や基準との  

調整の必要性が明らかになった。主に木材を利用する日本の伝統的建造物は、気候による影響を受け  

やすく、補強や修復を前提とするのが特徴だが、この特性はオーセンティシティー（真実性）を重視  

する文化遺産の国際基準に合わないと判断されてしまっていた。1994年に採択されたオーセンティシ  

ティーに関する奈良ドキュメントは、その調整を行おうとする一つの試みである。さらに、国内では  

商業的な価値が低く見積もられがちであっても、海外から高く評価されることにより、その価値が再  

評価され、結果として伝統的な文化が維持されうることもわかった。  

 また、ヴァディ教授は、補助申請者も参加する国際研究プロジェクトの一つである、国際経済法ハ  



ンドブックの共同編者でもある。そのため、19世紀末のいわゆる日本の「開国」以降、日本と海外と  

の貿易の拠点として重要な位置を占めてきた神戸港や、旧居留地などを訪問した。そして、1858年の  

日米修好通商条約第3条にて開港が定められた神戸港の開港の歴史やその後の実地での貿易の様相を  

視察することにより、現在の国際経済法の基盤である諸原則が「極東」たる日本が締結した条約に表  

れていることも理解できた。これらを踏まえ、現在「欧米」の歴史的背景を基礎に発展してきたとみ  

なされている国際法に対し、今後の国際共同研究で、新たな視点を提供することが可能であると認識  

した。  

  

  

（４）若手研究者養成への貢献（若手研究者養成への取り組み、成果）  

 今回の招聘にあたり、複数の若手研究者による参加を得、今後の国際共同研究プロジェクトへの参  

加も確約することができた。また、大学院在籍者とともに、本学等の学部生に対する教育的機会を与  

えることもできた。  

  

  

（５）将来発展可能性（本研究を実施したことにより、今後どの様な発展の可能性が認められるか）  
 現在、ヴァディ教授と行なっている国際経済法関連の研究プロジェクトをまずは行い、完了させる  

ことが必要である。その後、国際経済法に関連した新たな国際研究プロジェクトが行える可能性もあ  

る。また、文化遺産と国際法に関しては、ヴァディ教授が具体的な国際研究プロジェクト計画を作成  

した。今回の招聘を機に、本学教員や若手研究者を含めた国際共同研究プロジェクトの概要を2025 年  

に決定し、2026年より具体的な研究プロジェクトを数年間に渡って進め、研究成果を出版物として刊  

行することに合意した。  

  

  

（６）その他（上記（１）～（５）以外に得られた成果があれば記述してください。） 
例：大学間協定の締結、他事業への展開、受賞、産業財産権の出願・取得等 

 

 本学は、ジャン・モネ・チェアやモジュールなど、EU関連の研究や教育も行なっている。今回の招  

聘に際し、ヴァディ教授と、国際学部学部長やEU関連科目担当教員、また、国際学部卒業生で国際関  

連業務に携わっていた職員などとの交流の機会を設けた。これにより、本学のEU関連の研究、教育に  

関する国際交流、また、国際学部との交流がさらに深まることも期待できる。  

  

  

２．研究発表（本共同研究の一環として発表（予定含む）したものについて記述してください。なお、

印刷物がある場合は１部添付してください。） 
  例：共著論文、口頭発表、出版、ポスター発表 

 

Yoshimura Sachiko (Kwansei Gakuin University, Japan) “Principles of Non-discrimination (on the   
obligations of most-favoured-nation treatment and national treatment) in WTO law” in Valentina  
Vadi (University of Florence and University of Padua) and David Collins (City, University of  

London), ROUTLEDGE HANDBOOK ON INTERNATIONAL ECONOMIC LAW, Routledge, 2025 (forthcoming).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




